
昭和25年4月1日

昭和26年3月31日
令和７年度中に75歳の誕生日を迎えた方
※受診しなかった場合、次年度以降に繰り越して受診することはできません。

期間

内容 歯科健診、歯みがき指導、義歯の取扱い指導など

宮城県後期高齢者医療広域連合
仙台市青葉区上杉1丁目2-3  TEL.022-266-1021

予約制

生まれの方

対象

令和8年8月1日　　 11月14日土 土

受診日時点で、下記のいずれかに該当する方は対象者とはなりません。
・施設入所者（障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）、介護老人保健施設、介護医療院に入所・入居している方）
・長期入院者（病院又は診療所に６か月以上継続して入院している方）

予約はパンフレットに記載されている登録医療機関に直接申し込みをしてください。
受診日当日は、案内状（問診票）・健診票・マイナ保険証又は資格確認書をご持参のうえ、
受診してください。

案内状が届いた方、無料で健診を受診できるのは今年だけ!

対象となる方には、宮城県後期高齢者医療広域連合から案内状（問診票）・健診票等をお送りしています。(７月下旬発送）
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